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戦後社会教育職員の系譜

石黒英彦

l はじめに

わが国の社会教育は、その歴史経過が示すように行政主導の展開と言える。だが、 7 0年代からの

国民の「権利としての社会教育Jという認識の高まりは、公的社会教育のあり方、さらには笑際に社

会教育を推進する社会教育職員〈以下職員と略す)の問題へと収れんしてきている。その状況は現段

磁の低成長経済口自治体 f合理化jの中でいっそう複雑な問題となっており、それを留独資下の政府

・財界の政策と国民の教育・文化運動という基本的対抗関係、と押えるなら、前者それ自体の矛盾の中

で展開される地域・住民支配の戦負政策と住民の学習権を保障する職員の役割、という関係の中でそ

の性格と役割を現段階において明確にする必婆があろうO

本稿!t、以上の問題意識に立ち、この職員問題克服として先ずζれまでの職員研究の流れをその政

策をふまえながら追い、そしてその到達点を明らかにし、今後の研究課題を提起しようとするもので

ある。尚、 ζζでは職員として社会教育主事(以下校教主事と略す〉と公民館主事に限定して考える

が、その理由として政策や理論さらに現場において ζれまで最も矛盾関係が現われているからである。

2 社会教育報員政策の動向

社会教育職員政策は戦前・戦後を通じ第 1表のような経過をたどってきている。しかし、社教主事

と公民舘主事とを比べた時、ほぼー 第 1表
ドケ一一

貫した政策体系となっていることが

わかる。それを簡単にぎうと、戦前

から設置されていた教化委員として

の社教主撃が戦後の民主化(公民館

)の中にあっても突笈上

存続し、それが徐々に法制化され、

その動向は行政機関である教育委員

会事務局をや心とした職員体制とな

り、他方教育機関の施設職員軽視と

いう方向へと流れるのである。 ζのよ

うな両者の不均等な展開は、 5 1年

の法改正を手始めとして 59年・ 71
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年とそれぞれの時期に応じた職員政策が実施容れる ζとになる。

さらに、第1表に郎しでそれらの内容について見てみると、第 2表に示しであるとうり前述した主

張を裏つeけていると言えよう。 ζ乙 第 2表

では立入った説明は割愛するが、特

に両者の専門職規定の不平等は今臼

においても変わりなく、 7 0年後半

には施設職員の「合理化Jの嵐が各

地で巻き起こり実質的な施設職員と

りわけ公民館主導主の後退状況が現わ

れてきているのであるO

3 社会教育職員論の流れ

(1)戦後初期の社会教育職員論

戦後の職員研究は、制度が一応義

ってくる頃から次第に現われてくる。

しかし、その登場は職員論としてで

はなく、指導者論と混同したもので

あった。

その代表的な論文として、三井為

友氏「社会教育指導者原浬JU

( 1 9 5 5年)やそれを整塁・発展

させた f社会教育の指導主J2) 

( 6 1年)がある。その特徴点は、

1)社会教育の指導者を、③条件整

備者〈社教主事・公民館主導等)、

③集問活動の組織・編成者t団体役

)、窃素材提供者(各専門家〉

④有志指導者と類製化、 2)結論と
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常勤職員。職務は社会教脊
の特定分野についての直接
指導・学離談・団体の育
成など。
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へ都主道事府県教委が市町村教委
を派遣して市町村の

社会教育行政に従拳させとb
7 5年スポーツ担当の派遣
立事実施。

公民館主事

兼rc大)公民館に専任又は
任の職員を置く。公民
館職員は主事と呼び館長

が公民館委員-のゴ意見ーによ
って選定し…
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経業f験社iζ会を関教育に関し識見と有し、思公民館拳
する専門的な知識

と技術を有するJ
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して社教指導者は (訟の有志指導者に限定されるべきで、社教主義・公民館主挙ではないと主張して

いる点にある。だが、 ζの指導者論は後に小林氏が指摘するように団体の指導者と教育専門職たるべ

き公的職員とを混同しているものであり、滋らに現実の職員の問題や苦悩をとらえていない点で問題

を残すζ とになる。また、 ζのような論文の背祭には戦前のよからの f指導者Jが戦後タブー視され
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た乙とや社会教育法法制化に際しての「自由jの強調と他方での社会教育の主体のあいまいさ等があ

ったものと考えられる。

しかし、その中にあって津高正文氏「社会教育主事活動の限界J3)( 55年)~::t\近畿社会教育研

究協議会という職員集団に着目し、そ乙から出てくる現場職員の限界性そ指摘する。そしてさらに、

氏は f社会教育本質論d4)( 5 6年)Iζて、社会教育を民間の教育・文化運動と教対するものと押え、

それを「側役jとし、正しい側役を果すには敵対者としての性格を落とし、よき協力者となるととを

主張するのである。

乙のように氏は現実に直密している公務員としての職員の限界をふまえながら、いわゆる社会教育

「側役j論として前述の「指導者j論から f職員j論として導いた最初の論文を出したのであるo

(2) 60年代の社会教育職員論

(¥ 0年代の職負論!::t5 \1年の社教法大改正によって反動的な級魚政策が進む中、 ~l述の津高氏を発

展させる論文がい《っか現れてくる。

その一つK，字佐)11満氏「社会教育の専門職員J5)( 62年)がある。それは先ず戦前・戦後を通

じ社教主事中心の政策に連関し、その設置とりわけ都道府来段階の設置に疑問を示し、それを法制度

から検討していく。氏は社教法第9条の三の規定から次の三つの操界・制約を示す。1) r社会教育
を行広う者jとLづ対象の限界。 2)命令.~捕でなく助言・指導という限界。 3) 陣内的技鰍司

という専門職としての制約。そして、その尋問性の中味を社会教育の内容と方法に関する識見・教養

と経験、高度な教育技術、とするのである。しかし、氏の最終的な見解は社教主事・公民館主事を指

導者とすることに反対し、あくまで専門的条件皇室備者であるとしている点で法解釈から社教会三事をと

らえた ζとは評価できるが、しかしまだ f指導者j論が主張する見解から脱していないと言わざるを

えないのであり、さらにその中味が関われる ζとに江ろう。

他方、社教主事と公民館主事の異なった政策に着目し、その是非をめぐって争った福尾・徳永論争

6)(5¥1-60年〉がある。その友愛な点だけを追ってみると、先ず福尾氏が社教主事の必置自体は

望ましいとしながらも、その養成に国家が介入する危険があると指矯し、自由な社会教育活動を行な

うためには必霞制を荊用して民主的な主事を配置し、さらにはさまざまな民主的団体活動家の結合を

主張する。それに対しf:s'v1<氏は、公民舘主事軽視ζそ問題にすべきであり、そして公民館主事を民主

的な指導者としてもよいのではと提起し、そのためには主事の自覚と研究さらに主事仲間の強化を主

張するのである。しかし、それに福尾氏が再批判する中、結論として国民の立場でもって駿員のもつ

苦悩を取反する視点を求払そのために主事の労働者としての自覚・身分保障のための労働組合の強

化と住民との連けいを提起するのである。

以上、 ζの論争により始めて職員の立場と労働者としての性格を明確にした点で重姿な論争と震え

よう。その後、横山宏氏「社会教育職員の専門性についてJ7) ( (¥ 1年)、小)11利夫氏 f社会教育に
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おける『専門署員の専門性』の確立についてJ8) ( 6 2年〉、津高氏 f社会教育職員の専門般につい寸

9) ( 6 3年)と相次いでその専門性をめぐって論文が登場してくる。

そ乙で先ず、前述した宇佐川氏を批判する津高論文を検討してみる。氏は法解釈による専門性論議の

限界性を指摘し、現実の矛盾克服のためにはそれを遼動論としてとらえる ζとを主張する。それは職

員の役割を住民の民主的な組織化を計る組織者とし、その尋問性を職員の教育実践から考えるのが基

本と押え、そして専門性形成には不断の研修や各人の特定領域の専門的研修の必要性を強調するのだ

ある。

では次に、小)iI氏前渇論文とさらにそれを鵬脅させた f社会教育の組織と体制10)( 6 4年〕の尊重

良の記述の中での重要な点を述べてみる。前者においては、公民館主事を「教育・学習の自由」を守

り育てる教育的組織化の専門的な担い手、と定める。そして、そのための「専門性jそ確立するため

には、 1)社会教育における「教脊科学の発展j、 2)盟民的な世論の承認とその積極的な支持、の

一つが必要であるとし、またその前提として駿員の教育実践を基本にすえるのである。次iζ 氏の後

者の論文においては、社教主事と公民館主事との兼務状況と双方の専門職規定から専門性の問題は後

者から前者へと及ぶべきであるとし、さらに現実の逆の政策展開はその豪から職員のニ童話性を牧語っ

ている、と指摘する。そのー勺は「公僕J(自治体教育労働者〉としての側面ともう一つは f公務副

t 官吏)としての側面である。

らしとのよう11:，津高・小)11両氏tとより職員の専門性を教育実践からとらえる基本的視点が明らかに

され、その役割や方策が主張されるのであるが、とりわけ小川が指摘した職員のこ菌性と f自治体教

育労働者jという規定を行なったζとは、 ζれまでの職員論を大きく発展させたものと震える。

こうして 60年代に入って徐々に各論者から職員に関する論文が出されるのであるが、他方務場の

状況は農業改善・地域開発政策や自治体「合理化Jの中で職員の不当配転が各地で起きてくる時期で

あった。しかし、そのよう 1J中から現場からの磁期的な論文「公民館主導まの性格と役害りll)( 6 5年)

いわゆる…下伊那テーゼがそれである。 ζ こではその内容についてはあえて省絡するが、その論文では

f教育専門職Jと「自治体労働者Jというニつの性格の統一がきわめて実践的な課題としてあげられ、

さらに主事の具体的な仕事を学習内容の編成と学習活動の組織化のニつを提超したのである。

その後、 ζのテーゼをさらに兵体的に進めるのが、自分自身の不当配転と斗う中で整理した島問修

一氏「公民館主事専門職化の条件J12) ( 6 7年)であろう。氏はζれまでの職員政策を真に留

民の社会教育とする方向とは逆の方向であると指摘し、その問題を公民館主事専門紙化の問題である

と規定し、さらには社会教育民主化、住民自治確立の問題としてとらえようとする。そして、その専

門性保障条件と課題を次のように整理するo条件として也教苦手・文化に関する専門的な教養の修得

③定員・施設・予算・身分・研修等の保障③民主的な人事体制j⑧主事集団の形成命労働者とし

ての自覚⑥住民と結び‘ついた笑践の広がり。次lζ課題として、CDs常の笑践の積み上げ ③労働組合の
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組織@El治研活動の積み上げと住民共闘組織の形成。以上のように、氏は自分自身に起乙った配転

問題を専門職化ととらえる中、その克服の方向を示した点で下伊那テーゼ、を理論的に発展させたもの

と言える。だがしかし、氏の示した条件はその「あるべき論jとして整理されたものであり、課題も

ζれまで一策して言われてきた点で、さらに職員自体やそれを取りまく状況等の分析が残されている

と設えよう。

これまで 60年代の職員論を見てきたのであるが、他方その流れとは異なる論文も後半以降 70年

代前半にとりわけ文部省社会教育局の中から出てくる。 ζζではそれらの特徴点だけを示すにとどめ

ておくが、その主な論文として臼高幸男氏 f社会教育主事の職務J3)(67年)、福原匡彦氏「私の

社会教育主事論rJ14)( 6 9年)、今村武俊氏 f社会教育主事の専門性に関する一考察lO)( 7 1年〉

があげられる。先ず、臼高氏の疲談会をまとめた論文では、社教主事の役割として今日でもよく用いら

れる 3P論Lプランナー・プロデューサー・プログラマー)を主張した点で注目されるが、そ ζでは

社教主事を法解釈から分析を行なっており、それは ζ こで示した論文に共通する特徴点となっている。

次に福原氏の論文では、先科長数主事の強化ζそ社会教育振興の方法であると主張し，、一部で笑施され

ている派遣社教主事方式への期待を述べ、さらに社教主事篠保については生涯教育という観点から教

員の校教主拳転入を積極的に評価するのである。しかし、他方公民館主事については法制度のあいま

いさを指摘しただけにとどまり、現実には社教主事を設震し公民館主撃を兼ねる方法を述べるのであ

る。氏のこのような主張は、 7 0年代の職員政策いわゆる社教主挙中心の政策を裏つeけている点で注

日すべき論文であり、その流れは 71年の今村論文へと受け継がれるζとになる。今村氏はその前に出

された社教考委答申に基づきながら、先ず社教主事の位置を教脊的配慮をもってよ司の指擬監督下にあ

る専門的職員とし、その職務を基本的には日高氏の3P論ぞ支持する。また、社教ヨ三事講習はオザエン

テーション程度と解し、法本は媛大・高等以上の基礎資質の必要性を指摘し、さらにそれをふまえた

具体的な社教主事の専門性の中味を提示するのである。その中味については省略するが、 ζの今村論

文をめぐっていくつかの論議が展開されるのである。16)しかし多少の専門性についての相異点が出さ

れても結局は社教主事中心の専門職議であり、今村論文17)で克られるように、社教主惑の専門性も

公民館主事と範潤は同じとしながらもそれより高水準のもの、と規定される ζ とになる。

(3) 70年代以降の社会教育職員論

これまで職員論の流れをだどってきたのであるが、 6 0年代後半以降において次第にその流れぞ異

にする論文が現われてきたと言える。その一方が今村論文等の社教主事専門職論とすると、他方は島

聞を代表例とする公民館主等専門職化論であろう。そこで 70年代に入ってさらに活発化する後者の

流れがどう展開されるかそ概括的に見てみるととにする。

先ず 70年代始めの論文として、小林文人氏の下職員の専門戦118)( 7 1年)さらに f社会教育職員

研究の現代的意義J19)( 74年)がある。氏は先ず今後の職員研究をそれのもつ独自の問題に限定す
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べきであるとし、職員の二部性(先兵と専門職員〉と住民が求める戦負像との複雑な矛盾関係を解明

する笑践的な課題、さらには社会教育の本質をとらえ臨す作業でもあるとするO そして、一連の職員

政策の動向を非専門職的状況と押え、その克服として職員集団の自覚的組織化と地域的創出の課題を

先進的な事例から提起し、その方向は国民の学習権保障を守り育てる専門職員であり、専門性である

ζ とを主張するのである。

次に、村i氏の職員論叫見ることにする。氏は小林氏と同様iζ隈定して職員をとらえ、そしてとれ

までの専門職論を労務管理的なものと専門織化論または専門織の専門性とを区別し、後者の立場を主

張する。さらに、専門職概念を現実の展開過程から技術的・政策的なものとし、その問題を社会運動

と行政との矛盾の中で具体化されるというのちに見る外在的矛盾から内在的矛盾へと整理するO また、

6 0年代に提起した f教育公務員労働者jという性格から導かれる教育・公務員・労働者としての三

重苦l"t， 疑似「エリート・インテリjと「労働者・インテリJのニつの道のどちらかに導かれ~本来

の職員は後者の遂を辿るとし、そして、氏の具体的な提起として一つに施設の学習文化活動委員の質

量の拡充、さらにはそのための研修等の条件整備の充実を主張するのである。

以上、 70年代初期に見られる小林・小)1¥両氏の職員論の特徴点を簡単に押えたのであるが、し

かしそ ζにも少なからぬ問題が残されていると言えよう。それを列記してみると、一つに、職員研究を

それ独自な問題としてとらえる ζとは初めの段階では必要と考えるが、しかし現実の職員問題を考え

る時、来してそれだけでいいのかと言うととO こつに、先進事例を取り上げるのはいいが、さらにそ

の具体的な分析がない乙と。三つに、こと関連して f教育公務員労働者Jの実態を現笑lζ却して明ら

かにされていない乙と等が指摘できる。

では三番目として前ニ氏の基調をふまえながら社会教育労働の面から分析を行なった鳥田氏の

職員論叫検討してみる。氏は社会教育労働概念を「人びとの学韓併組織し、糖・学習活動をとお

して自己の成長と発達の可能性に確信をいだかせ、白から自覚的な自己形成主体の意思を組織する教

育的いとなみJと規定する。しかし、現体制のもとでは前述した「ニ面性Jをもたざるをえないとし、

したがって f権荊としての社会教育jと把握したうえでその労働概念を規定すべきであるとして、乙

のニ面性を克服するカを内蔵した労働を明らかiとする必要性を説くのである。そしてさらには、労働

の特質を「公務労働性Jという本来の意味から吟味し、次の4つの点を指摘をするO それは国民の教育・

文化要求に根ざす「共需事務性Jと学苦手を保障し意欲を高める「教育科学性j、そしてそれを保棒ず

る職員集団の組織化に浅さえられる「指導役jと学智者たる菌民が主体的に参加して実現する f民衆

統制Jである。また、社教労働の現実的な特質として学校教脊との比較から、 「総合{出と f分化住j

をあげ、さらにその実践から求められる「専門性Jを、 1)成人の学習要求の招握とその教育的編成

2)成人の過去の学習経験や備値観等の分析とそれに応じた学習方法の提示 3 )成人による学習過

程の検一託、という三三点を指摘する。このように、氏によって社教労働の分析が試みられ、それをふま
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えて社教労働者の課題を次のように提起する。一つに、国民の学習権を保衛しうる専門職としての自

己形成一労倭賭役と専門駿性の統一一そして職場築関の形成。ニつに、国民と教育労働者との結

合による地域教育計画の主体形成一社教労働渚が中心となっての「地域教育集会J.o也域教育懇

談会j等の組織化や社教労働者と学校教育労働者の結合ーをあげるのである。

しかし、島田氏のいう「教育科学性jやf専門性jの内容について、のち宮坂広作氏によって批判さ

れる ζとになる。22)その批判jとは公民館主事が学習者の思想・心王患や過去の経験まで諦査・分析され

るζ とに対し、プライパシーを擦なう危険があり、主事が「役人jである以上たとえそれが教育公務

員労働者としても住民の生活に入り込むζ とはできない、と主張する点にある。そして、島問氏の

「科学的専門性jの内突が理解できないとし、氏の結論として f学習諸分野iζかかわる科学的研究iと

もとづく専門性Jという社会教育の学習内容についての専門性を新たに提起するのであるO

だが、島郎氏はその批判iζ対し f社会教育の自由の古典的理解に立つf外的事項限定論JJであると

再批判し、職員はもはやそれを突銭的に克服し、その公務労働が住民との教育実践の中で富民の学習

権保障を生み出している引と反論するのである。

ら出、島田氏の社会教育労働論と島問・窓坂両氏の f専門性j論争を概括したのであるカえそれらは前述の小

林・イサl同氏を8らに進めた湾務紛院と震えるカえしかしそれ，.a.具偽拘な実証出自主じて分析していない点で再氏の

主強iζ限界牲が見られるのであり、それゆえ実践レベルにおける検討が今後重要となるであろう。

3 社会教育職員研究の課題

ζれまで戦後における職員論を概括的に追ってきたのであるが、全般的に見て職員研究は 60年代

半ば以降から次第に注目されはじめた領域であり、それは 61年-65年をピークとする不当配転問

題が反面教師として作用したと考えられる。しかし、 ζれまでの職員研究とりわけ 70年代の成果が

今日職員がかかえる複雑な問題に答えきれるであろうか、という疑問を発せざるをえないような現実

が横たわっているのである。そ ζで、今後職員研究の課題を明らかにするうえで大いに示唆を与えて

くれる論文を見る乙とにする。

先ず、そのような疑問に早くから指摘をしていたUJ回定市氏 f現代の農業・農民問題と社会教育J

24)( 7 3年)の論文がある。その職負についての記述を見ると、 ζれまでの職員研究には次のような

混乱点があるとする。1)労倭緒姓と専門性が対置概念として理論的に整理されただけで、実践課題

として答えていない。 2)耳議員の法規定がそのまま理論的検討の中にもち ζまれたこと。 3)身分保

障の問題が専門性論議に直結された ζと。も)地域で活動する労働者を見ていない乙と等をあげ、そ

して今後の課題として、 1)社教活動の現段階的性格 2)自治体の傍迭と性格 3) 1)と 2)から

規制される職員の性格 岳)総体としての社会教育の性格、というように社会教育活動の内容と地方

自治体の中味を押えたよで職員をとらえようとする。また、専門性についても言及し、労働者として
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の専門性と職員としての専門伎というニ重の専門性を提起するのである。

次に、北海道をフィーJレドに社教職負とりわけ社教主惑を中心とした実証研究を行なっている高倉嗣畠

氏論文、 f社会教育主事をとりまく諸条件とその『専門性』形成(7 5年)、 f社会教育主事の専門
25) 

性T~'( 7 9年〕の中でのいくつかの指摘が注尽される。一つに、実態調変のEゃから職員の貧困は自

治体職員組織全体の貧掘であると把握し、それ故後者の問題に取り組む必要性を、二つに、職員の役

割を地域の社会構造との関連からとらえる ζ とO そして、 ζれまでの職員研究が fあるべき論jを追

求してきた ζとを指橋し、今後は fsollenJをふまえた fs e i nJの析析の必要性を主張するの

である。それは乙れまで言われてきた職員集団の形成や学習者との結合等がみられない多くの地域で

は、それをどう形成するかが先ず諜題としてあるととを指摘する。そのために後者にあっては社会教

育を生活者のものであるという碁本的な考え方から、行政lζ学習者をなじませるのではなく生活者iζ

公的社会教育をなじませる方向に転換する ζ とを、前者については島田氏が課題としてあげた「地域

教育集会Jの組織化や学校教育労働者との結合はまだ努力目標であり、また自治体労働者や学校教育

労働者の現状を考えると、むしろ、彼らに社会教育を接近させる努力が先ず必要である ζ とを、きわ

めて現実関から述べるのである。

以上、山田・高倉両氏の論文で指摘されている点は、今後の職員研究委進めるうえでふまえなけれ

ばならないものであり、とりわけ、高倉氏の指摘する社教職員のきびしい状況は、北海道にかぎらな

い全間的なものと言えよう。それゆえ、本橋のまとめとして者千ながらその課題を整理してみる ζ と

にするO

26) 
先ず、職員自体をとらえる前に、山田氏 が指摘するように社会教育政策それ自体の矛盾、そして

現実に社会教育活動として行なわれている内容を押える。そして、それを推進する機関としての地方

自治体のもっこ面性、さらには職員の二部性を行財政諦査と職員実態調驚からその全体像を明らかに

する必婆性があり、それによって「自治体教育公務員労働者Jの中味をとらえる必要があろう。

次に、その具体的な分析視点を考える場合に考慮しなければならないいくつかの点があげられる。

その一つが地域住、つまり大きくは都市と農村という性格に却して分析する視点である。 'fJ:ぜならば

都市においては民間の教育文化産業ぬきに社会教育の実態は把擦できないであろうし、そこでは当然、

それを担う労働者をも含めた職員分析が、また農村においても農協や農業改良普及所の職員を視野に

入れた研究が必要と考える。二つに、今日の社会教育行政の現状や職員政策を考えると、地域lζ位置

づく関連施設をも含める社教筋設を媒介とした各職員の実態分析も早急な課題と蓄えよう。

与し上:のように、職員研究の課題や新たな視角が提起できるのであるが、今後さらに研究を発展させ

る鍵として、今日正きかんに議論されている公務労働論や教育労働論の成果をふまえる必要もあろう。

-64-



参考文献

平沢蒸 f社会教育主事の歴史JH 社会教育~ 1 ¥J 5 ¥J、 8
盟立教育研究所『日本近代教育百年史8、社会教南2)~ 

福尾武彦・何本正予『新しい社会教育~ 1甘 56 

寺中作雄『社会教予手法解説~ 1 ¥J 4 ¥J 

'IiK.t也茂『改正社会教育法解説~ 1 ¥J 5 ¥J 

社会教育推進全国協議会『社会教脊ハンドブック~ 1 ¥J 7 ¥J 

野呂隆 r1 ¥J 6 0年代の社会教育j H 月刊社会教育~ 1 ¥J 6昔、 12 

上t口幸夫「戦後社会教育職員論の系譜0 ・ (2)~ 東洋大学文学部紀望書 1 ¥J 7 7、 7 8 

j主記

1) 三井為友 f社会教脊指導者原理JH 社会教育~ 1 ¥J 5 5、 1

2) 三井為友・吉田昇・国代元銀・沼辺信一「社会教育の指導者j諮箆日本の社会教育 1H社会教

育計画~ 1 ¥J 6 1年

3) 津高正文「社会教育主事活動の限界JH 社会教育~ 1 ¥J 5 5、 12 

4) 向上、『社会教育論~ 1 ¥J 5 6 

5) 字佐JII満「社会教育の専門職えjH 現代社会教脊~ 1 ¥J 6 2 

6) 福尾武彦 f新しい段階の社会教脊'j H 月干1]社会教育~ 1 ¥J 5 ¥J、 8、徳永功下現場に生きる環

論をJ向上 1¥J 5 ¥J、 1 0、梅尾「主事のたちlまと主主き方j向上1¥J 6 0、 6 

7) 横山宏「社会教育職員の専門性についてJ向上、 1¥J 6 1、 8 

8) 小JII利夫「社会教育における『導門織の専門性』の篠立についてj向上、 1¥J 6 2、 6

¥J) 津高正文「社会教育職員の専門性についてJ向上、 1 ¥J 6 3、 1・2・8

10 )小川利夫「社会教育の紐j織と体制JH 社会教育講義~ 1 ¥J 6生

11) 下伊那主主義会「公民館主事の性格と役寄り『現代公民館論j日本の社会教育第g集 1¥J 6 5 

12) 鳥田修一「公民館主事専門職化の条件JH 月干1]社会教育~ 1 ¥J 6 7、 3

13) 日高幸男「社会教育主事の職務j掴立社会教育研究所紀要1¥J 6 7 

14) 福原匡彦「私の社会教育主事論dH 社会教育~ 1 ¥J 6 ¥J、 1 2 

15 ) 今村武俊「社会教育主事の専門伎に自遣する一考察j向上、 1 ¥J 7 1、 9 

16) 佐藤信-r社会教脊主事の専門性j同上、 1 ¥J 7 2、晶、日高幸努 f，社会教育主事の専門性と
その織務J向上、 1¥J 7 2、 5、ニ関隆美「社会教育主事論j向上、 1¥J 7 2、 8

17 ) 今村武俊「社会教育主事の専門性J向上、 1 ¥J 7 2、 6 

18 ) 小林文人 f職員の専門職JH 社会教育毛祭典~ 1 ¥J 7 1 

-65-



19 ) 向上、 「社会教育職員研究の現代的意義jr社会教育職員論J日本の社会教育第 18集
1 ¥) 7 4 

20) 小JiI利夫『社会教育と留民の学習権j1 ¥) 7 3、 「社会教育職員の『専門職イヒ』問題j前婦、

『社会教育職員論J

21 ) 島田修一「校会教育職員の『専門性』をめぐる諮問題j日本教育法学会年報z、 1 ¥) 7 3、

「社会教育労働論J講座日本の教育¥)r社会教育j1 ¥)75、 f社会教育労働J双番現代の精
神的労働『公務労働の理論j1 ¥) 7 7 

22 ) 宮坂広作「社会教育職員毒事P報化論の批判的再検討J東京大学教育学部紀委第 1¥)巻

1昔 7¥) 

23) 島田修-r公教予言としての社会教育j講座教育法 2r教育権と学習権j1 ¥) 8 0 
24) 山田定市「現代の農業・農民問題と社会教育j社会教育学会紀要19 7 3 

25 ) 高倉嗣昌「社会教脊ま撃をとりまく諸条件とそのf王手丹性』形成J北海道大学教育部紀要第純一

号、 1 ¥) 7 5、 「社会教育主主義の専門性J社会教育講座 3Ir社会教育の経営j1 ¥) 7 ¥) 

26) 前掲(2 4 )、山田論文

-66-


